
住宅控除未提出 

【２０１８年度のマルサの概要】 

国税庁から２０１８年度の査察の概要が発表されました。査察制度

は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追求し、その者を罰すること

で他の人々が同じような過ちを犯さぬよう戒め、適正で公平な課税

の実現と申告納税制度を維持することを目的としています。今回、

発表された査察による告発件数は 121 件でしたが、中でも消費税の

還付制度を悪用した「消費税受還付事案」、故意に申告しない「無

申告ほ脱事案」、海外取引を悪用した「国際事案」など重点事案と

呼ばれるもので全体の半数近くを占めていました。消費税受還付事

案は、２０１４年の告発件数は５件で約１億円の不正還付額だった

ものが、今回は 16件で約 19 億円と急激に増加しており、未遂犯に

ついても過去最多の告発件数でした。また無申告ほ脱事案の告発件

数は 18 件、国際事案の告発件数は 20 件で、これらを含む脱税総額

は 112 億円でした。そして２０１８年度

中に一審判決が言い渡された件数は 122

件で、その全てに有罪判決が出され７人

に実刑判決が下されました。中でも最も

重い実刑判決は懲役４年６カ月でした。

売り上げの除外や架空経費を計上する

など告発とまではならないものの所得隠しを行えば本来、納めるべ

き税金の他に重加算税や延滞税などが課されます。それこそ割に合

いません。適正な納税による健全な経営が最強ですね。 
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令和元年10月1日より消費税が10%に引き上げられました

が、一定の取引について 8%の軽減税率制度が導入されま

した。これに伴い、従来の請求書等保存方式から新たな記

載事項を追加した「区分記載請求書等保存方式」が導入さ

れました。区分記載請求書等保存方式では、譲渡する資

産が軽減税率の対象品目である場合には、その旨を明記

し、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を記載す

る必要があります。 

 軽減税率の対象品目である旨の記載については、資産

名称に※印等を付け、軽減税率対象品目を示していること

を領収書内に記載するなどの対応が求められています。 



今月の商売のヒント：【シンプルなごちそう】 

優れた経営者の中には、ひそかに茶道の心得のある人が少なくないと聞きます。400 年以上も続く究極のおも

てなしの心として世界にも知られている茶道。その本質は、亭主（主催する人）が一期一会の精神で正客を 

おもてなしすることです。茶道の世界観に経営者としての道を求めるのは、ごく 

自然なことかもしれません。茶道の創始者ともいえる千利休が説いた茶道の在り 

方に「利休七則」があります。 

一則、茶は服のよきように点（た）て（相手の状況や気持ちを考えながら心を込 

めて茶を点て） 二則、炭は湯のわくように置き（的確に誠実に準備を行い） 

三則、夏は涼しく冬は暖かに（相手が心地良いと感じるようにもてなし） 

四則、花は野にあるように（本質を見極め） 五則、刻限は早めに（心にゆとりを持ち） 六則、降らずと

も雨の用意（万全に備え） 七則、相客に心せよ（お互いを尊重しあう） 

つまり利休七則とは人をもてなすときの心得です。今さらと思った人もいるでしょ 

うか。まさにそんな逸話があります。ある日、弟子が茶の湯の極意を求めてきたの 

で、千利休はこの七則で答えたそうです。すると弟子は「それくらいのことなら私 

もよく知っています」と言ったそうですが、それに対して千利休は「七則ができる 

なら、私はあなたの弟子になりましょう」と返したそうです。日本人は古来より 

「和の心」を大切にしてきました。けれど「相手のため」や「尊重しあう」といったことは、ただ自分を相

手に合わせていればいいというものではありません。例えば、炊きたての白いご飯、おみそ汁、お漬け物の

組み合わせはシンプルにしてある意味、最高のごちそうです。とはいえ、この３つを全て混ぜてしまったら、

それぞれの味も組み合わせのバランスも台無しです。ご飯はお茶わんに、おみそ汁はおわんに、お漬け物は

小鉢に入れて、それぞれの器がひとつのお膳に収まってこその「ごちそう」です。大上段に構えなくても、

身の回りに今すぐできる小さなことはありませんか。商売は「シンプルなごちそう」でありたいものですね。

カフ」。穴を開ける必要がなく、付ける位置は自由で、重ね付けのアレンジも楽しめます。

ピアス穴を開けないノンホール派が女性を中心に広がり、イヤリングを豊富にそろえる

店が急増中だとか。体に負担をかけないストレスフリーのファッションが好まれる昨今、

ピアスは唯一の選択肢ではなくなっています。耳元にも多様化の波が押し寄せています。

ピアスが主流だった耳元のおしゃれに変化の兆しです。人気は耳

たぶより上にクリップのように引っ掛けるタイプの「イヤー 

今月の商売のヒント：【商売の主導権はどこにある？】 

「人生でいちばん無駄なこと」は何だと思いますか。「○○すること」の○○を考えてみてください。ある人

は「執着すること」だと答えました。「競争すること」と言った人もいます。どちらも一理あると思いますが、

心理学的にいう「人生でいちばん無駄なこと」は「比較すること」だそうです。実際、私たちは何かにつけ

て比較しています。人の持ち物と自分の持ち物。人の意見と自分の意見。人の幸せと自分の幸せ。つまり「他

人」と「自分」を比べているわけです。なぜ比較することが無駄なのか。 

それは、他人と自分を比較すると自分の感情が揺れるからです。何かを比較する 

とき、私たちは無意識のうちに優劣をつけています。それだけでなく、自分が決 

めた優劣で安心したり落ち込んだりします。けれど、比べる相手が代われば安心 

が心配になったり、今まで良いと思っていたことが揺らいだりするのは皆さんも 

体験的にご存じでしょう。つまり、他人と比べて手に入れた（と思っている）安 

心や成功や幸せは、とても不安定なのです。商売において不安定な要素はできるだけなくしたいと思ってい

るのに、そう考えている自分自身がいちばん不安定な要素だというのは皮肉なものです。周りに気を取られ、

他人を気にしすぎている状況は、主導権を他人に渡しているのと同じことです。商売に集中しているつもり 

が、実は大事な商売の主導権を他人に渡しているとしたらどうでしょう。禅の教 

えに「明珠在掌（みょうじゅたなごころにあり）」という言葉があります。「明珠」

とは光り輝いている玉のこと。計り知れないほど価値がある宝物のたとえです。 

「在掌」とは「その手の中にある」ということ。つまり「かけがえのない宝物は 

すでにあなたの手の中にありますよ」という意味です。成功や幸せを考えるとき、

私たちはつい「他人の手の中」を見てしまいがちです。でも、無駄な時間を過ご

したくなければ「自分の手の中」を見ることです。自分が本当にやりたいことは何か。それが周囲と調和し

ていれば、商売はおのずと良い流れに乗っていくのではないでしょうか。

努力をすればするほど

運気がアップするチャ

ンスの月です。迷うこ

となく自分が信じた道

をまい進しましょう。

発想やアイデアに恵ま

れる運勢。交友関係に

も吉兆が表れているた

め交流会などにも積極

的に参加しましょう。

周囲からの信頼が一段

と高まる好運月。やり

たいことに挑戦して活

躍の場や交遊の幅を広

げるにも良い月です。

これまでの努力が認め

られる運勢です。積み

上げてきた実績を安定

させることに力を注ぐ

とさらに吉運アップ！


